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市民健康部機構図

地域保健課(24)^総務計画係、医事統計係、疾病対策係、精神{呆健係

地域医療室④

健康づくり課(14)

生活衛生課(23)

国民健康保険課(34)

平成30年4月1日現在
職員数御人

()数字は職員数

後期高齢者医療室(12)

保健環境試験所⑨

動物管理センター⑤

伊王島国民健康保険診療所(1)

高島国民健別呆険診鋤h ③

池島診療所②

小口診療所

野母崎診療所(1の

1

管理係、食品衛生1係、食品衛生2係、環塘蔚生係

管理係、給付係、賦課係

(※長崎県後期高齢者医療広域速禽爪遣の職員4人を含む)

理化学誠剣系、1散生物検劃系
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課 名

2

a)部の統括に関すること。

②部の所管国民健康保険課及び後期高齢者医療室を除く。)に係
る国庫支出金等に関すること。

(3)地域医療室、健康づくり課、生活衛生課、保健環境試験所、動

物管理センター、伊王島国民健康保険診療所、高島国民健康保険
診療所、池島診療所及び小口診療所に係る予算の経理に関するこ
と。

④厚生統計調査(社会福祉に係るものを除く。)に関すること。
佑)死体保存に関すること。

佑)地域保健施策に関すること。

榊感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成W年
法律第114号)に規定する感染症に関すること(保健所の所管に係るも
のを除く。)。

侶)精神保健に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。
⑨保健衛生関係団体及び医療関係団体との連絡調整に関するこ

と。

Π0)伊王島国民健康保険診療所、高島国民健康保険診療所、池島診
療所、小口診療所及び野母崎診療所との連絡調整に関すること。

al)救急医療対策に関すること(地域医療室の所管に係るものを除
<。)。

U2)夜間急患センターに関すること。

a3}看護師養成事業に関すること。
n4}医療安全相談に関すること。

Π励部内事務の連絡調整に関すること。

市民健康部分掌事務

地域保健課

分 掌 事 務

地域医療室

川地域医療の推進に関すること。

②救急医療対策に関すること{地域保健課の所管に係るもの
を除く。)。

剛地方独立行政法人長崎市立病院機構評価委員会、長崎医療圏病
院群輪番制審議会及び地域医療審議会に関すること。

仏)地方独立行政法人長崎市立病院機構に関すること。

健康づくり課

川地域保健対策の計画策定及び実施に関すること。

②健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関
すること。

(3)食育推進会議、献血推進協議会、歯科口腔保健推進審議会、健
康長崎市民21市民推進会議及びストップCKDネットワーク会
議に関すること。

④保健に係る相談に関すること(こども健康課の所管に係るもの
を除く。)。

伍)栄養の改善及び指導に関すること保衛斤の所管に係るものを除く。)。
⑥難病に関すること(障害福祉課及び保健所の所管に係るものをE
<。) 0

{刀歯科保健に関すること{こども健康課及び保健所の所管に係る
ものを除く。)。

⑧口腔保健支援センターに関すること。
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課 名

生

a)食品衛生に関すること'(保健所の所管に係るものを除く。) 0

②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律昭和 35年法律第 145号)に基づく許可等に関すること。

偲)毒物及び劇物取締法(昭和 25年法律第 303 号)に基づく登録

等に関すること。

④食品衛生関係団体の指導育成に関すること。

⑤生活衛生に関すること。

(6)墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること。

{刀改葬の許可に関すること。

偲)生活衛生関係の営業団体等との連絡調整及び育成に関するこ
と。

⑨と畜場の設置の許可等に関すること。

no)と畜検査に関すること。

Ⅱ1)食鳥処理の事業の許可等に関すること。

02)食鳥検査に関すること。

活
一出一

生 課

分 掌

国民健康保険課

事 務

後期高齢者医療室

野母崎診療所

国民健康保険事業の企画に関すること。

国民健康保険被保険者の資格の認定及び保険給付に関するこ

と。

国民健康保険税の賦課、納期限の延長及び減免に閲すること。

国民健康保険運営協議会に関すること。

外来診療及び看護に関すること。

介護保険法の規定に基づく保険給付の提供に関すること綿〒母
崎診療所に限る。)。

製剤及び調剤に関すること。

麻薬の管理に関すること。

医薬品の管理に関すること。

使用料及び手数料の請求並びに収納に関すること。

現金、有価証券及び物品の出納並びに保管に関すること。

医事統計、医事報告その他医療に関する諸報告に関すること。
施設の維持管理に関すること。

保健環境試験所

川後期高齢者医療被保険者の便益の増進に寄与する書類の受付等
に関すること。
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川理化学試験に関すること(保健所の所管に係るものを除

<。)。

他)微.生物検査に関すること(保健所の所管に係るものを除
<。)。

(3)環境の汚染に関する監視、測定(環境政策課の所管に係るもの
を除く。)に関すること。

④環境の保全のための規制、指導(環境政策課の所管に係るもの
を除く。)に関すること。

動物管理センター

伊王島国民健
保険診療

島国民健
険診療

池島診療

小口診療

動物の愛護及び管理に関すること。

犬の登録及び取締りに関すること。

狂犬病の予防に関すること。
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保健所

課 名

Π}保健所の所管に係る予算の経理に関すること。

②地域保健対策の企画調整に関すること。

偲)地域保健に関する情報の収集、活用に関すること。

④地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(保健所健
康づくり課の所管に係るものを除く。)。

伍)歯科保健に関すること(健康づくり課、こども健康課及び保健
所健康づくり課の所管に係るものを除く。)。

{6}結核、細菌性赤痢等の感染症その他の疾病の予防に関するこ
と。

(刀精神保健に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。

⑧保健師の業務に関すること(保健所健康づくり課の所管に係る
ものを除く。)。

⑨診療所等の開設、変更及び使用許可等に関すること。

Ⅱ0)衛生検査所、施術所及び歯科技工所の開設等に関すること。
σ1)病院の開設、変更及び使用許可等に関すること。

02)診療所の病床設置及び変更許可に関すること。

(13)病院、診療所その他の医療施設等の立入検査に関すること。

Π4}医師、歯科医師その他の医療従事者の免許に係る申請書の進達
及び免許証の交付に関すること。

a5}受胎調節実施指導員の指定に係る申謂書の進達及び指定証の交
付に関すること。

a田死体解剖に関すること。

Π刀死体解剖の認定申請害等の進達及び認定証明書の交付に関する
こと。

08)医師、歯_科医師、薬剤師、歯科技工士、歯科衛生士、保健師、
助産師、看護師及び准看護師の業務従業者届の進達に関するこ
と。

σ9)保健所運営協議会及び感染症診査協議会に関すること。

佗0)人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。
佗"所内事務の連絡調整に関すること。

..J

地域保健課

分 掌 事 務

健康づくり課

川地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(保健所地
域保健課の所管に係るものを除く。)。

促}栄養の改善及び指導に関すること(保健所の所管に係るものに
限る。)。

(3)歯科保健に関すること(市民健康部健康づくり課、.こども健康
課及び保健所地域保健課の所管に係るものを除く。) 0

④難病に関すること(障害福祉課及び市民健康部健康づくり課の
所管に係るものを除く。)。

(励医療社会事業に関すること。

(6)保健師の業務に関すること(保健所地域保健課の所管に係るも
のを除く。)。

【刀医師等の臨床研修に関すること。

侶}医療品及び衛生資材の管理に関すること(保健所の所管に係る
ものに限る。)。
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課 名

生活衛生課

Π)食品衛生に関すること(保健所の所管に係るものに限る。) 0

②飲食店営業等を行う者に係る許可に関すること。

侍)旅館業、興行場、公衆浴場、理容業、美容業、クリーニング業
等の衛生に関すること。

仏)住宅、水道、井戸、遊泳場等の衛生に関すること。
(5)特定建築物の衛生に関すること。

(引温泉の利用許可及び衛生に関すること。
(刀家庭用品の衛生に関すること。

侶)墓地、納骨堂及び火葬場の維持管理及び衛生に関すること。

保健環境試験所

分 掌

Π}理化学試験に関すること(保健所の所管に係るものに限
る。)。

②微生物検査に関すること【保健所の所管に係るものに限る。)。

事 務

-5-
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部長

理事兼保健所長

理事(地域医療担当)

3 市民健康部職員名簿(係長以上)

地域保健課

次長兼課長

総務計画係長

医事統計係長

疾病対策係長

精神保健係長

地域医療室

室長

係長

:ム
i口

田

堀田広

(直通)829-1155

而^"^ 3 0 50

而銅P綴i 305 6

1湖子構1 3 0 5 1

1闘,^ 3 05 3

11銅^1 308 1

健康づくり課

次長兼課長

次長

係長

村

11蹄^1 3 00 0

11新鵡纏 300 1

11新禎鑛 300 5

H30.4

勝秀

伸

生活衛生課

課長

管理係長

食品衛生1係長

食品衛生2係長

環境衛生係長

8 2 9 -1 1 5 3 (直通)

11歸,^ 3 0 1 0

1郷^ 3 0 1 4

1闘,^ 30 1 7

市銅,^ 3064

而珂P^ 306 7

現在

みずほ
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昭太

信也

健

哲生

誠

国民健康保険課

次長兼課長

課長補佐

管理係長

給付係長

賦課係長

8 2 9 -1 1 7 9 (直通)

1湖子^ 300 8

1闘,撫i 300 9

下

8 2 9 -1 2 2 5 (直通)

11罰^i 2 5 60

1湖,^ 25 7 6

1娜^ 2 5 6 1

11銅P嬬1 2 5 6 3

1闘,撫1 25 6 7

8 2 9 -1 1 5 4 (直通)

而^ 3020

1湖子^ 30 7 2

11銅子^ 3 02 1

大
本

明
香

田
尾
木

森
松
荒

二
子

原
谷

二森
原

隆
子
雄
生

和
祥
文
光

郷
野

口
田

東
草
山
松

島
堺

串
村
邊

昌
克

之
明
洋

鳥
大

巣
田

尾
渋

英
知

口
田

洋
尚
玉

久
緒

田
下
山

内
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後期高齢者医療室

次長兼室長 廣佐古

係長 松本

長崎県後期高齢者医療広域連合派遣 81

部付(事務局長) 赤崎

室付(事業課係長) 宮本

保健環境試験所

所長

理化学試験係長

微生物検査係長

動物管理センター

所長

係長

俊之

ゆう

6 -3

敏博

繁則

829-1

棚嬬12

棚^2

9 30 (直通)

伊王島国民健康保険診療所

次長兼所長

※係長

※は、地域センター職員の兼務である。

※※は、地域保健課職員の兼務である。

1 3 9

603

606

井

高島国民健康保険診療所

※所長

※係長

國嘉

るみ子

信介

(直通)

846 -3 1 6 3 (直通)

池島診療所

※所長

※係長

0959-37-2090 (直通)

小口診療所

※所長

※係長

松本

844 -2 9 6 1 (直通)

886 -303 2 (直通)

佳博

研一郎

勝秀

光貴

8 9 3 -1 1 00 (直通)野母崎診療所

次長兼所長

次長兼副所長

※※次長兼事務長

係長

89 8 -2 3 00 (直通)

直

而銅似畿 30 1 0

ーフー

8 9 6 -2 048 (直通)

祐 ^

勇一郎

原
木

史
彦

唯
義

永
山

松
中

巣
尾

辻
鳥
松

谷
中

二
美由

英
真

田
村

須
中

酒
川
植

寺
野

田
口

正
孝

純
昭

近
中

藤
村

樹
太

本
村



課 名

4

事

平成30年度市民健康部事業概要

保健衛生統計調査費

業

長崎市地域保健医療
対策協議会費

名

救急艇運営費

国の委託を受け地域住民の健康・医療・福祉の状況を
把握及び医療施設の状況や住民の受療状況などの朋査
に要する経費

事

長崎市医師会看護専
門学校運営費補助金

長崎県医療計画の中で、長崎市における医療のあり方
等について提言を行い、長崎市として事業の推進を図
るための纒贄

業

看護の日行事開催費
補助金

救急艇「たかしま」の運航管理に要寸る経賢

慨

精神保健対策費

看護師、准矯護師及び助産師を育成する長崎市医師会
而護専門学校の運営費に対する補助金

精神障害者社会参加
促進費

要

般

看護についての理解を深めることを目的として制定さ
れた「看設の日」の記念行串に対する補助金

陣位:千円)

自殺防止啓発費

予算額

精神保健に開する相談・訪問指導、普及啓発、精柳障
害者の社会復帰支援活動及び組織育成等を実施する経
登

計
在宅当番医制運営委
託費

1,788

精神保健福祉ボランティアの養成及びボランティア団
体の活動支援に要する経費

゛

病院群輪番制病院運
営費補助金

肉殺予防に関する諧習会やり一フレットの作成配布
などの普及啓発に要する経費

298

救急医療協力病院運
営費補助金

18,763

休日の初期救急、医療を行う在宅当番医制の実施に要す
る経費

歯科在宅当番医制運
営費補助金

休日・夜問の2次救急、医療を行う輪番制病院の運営費
に対する都助金

5,052

長崎市薬剤師会調剤
薬局運営費補助金

輪番制病院を補完する救急、医療協力病院の運営贄に対
する柿助金

300

AED整備推進費

休日の歯科救急医療を行う歯科在宅当番医制の運営費
に対する補助金

4,0部

保健所活動費

夜問急患センターにあわせて開局する胴剤粟局の運営
費に対する補助金

397

AED設置による地域における病院搬送前の救急救護
体制の推進に要する経費

961

6,742

保健所の運営管理に要する経費

乃,フ76

6,120

976

-8-'
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3,559
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課 名 事

感染症対策特別促進
費

業

エイズ対策費

名

高齢者等インフルエン
ザ予防接種費

地域
{そ

感染症発生及びまん延防止のため、感染拡大の注意喚
急、正しい知識の普及啓発、医療稜関における無萪肝
炎検査等の実施に要する経贄

事

高齢者等肺炎球菌予
防接種費

健課
2

エイズに関する予防知識や行動に関する普及啓発活動
を行い、また、まん延防止を図るため、 H IV即日検
査やエイズ相談の実施に要する経費

般

業

結核医療療養費

高齢者等を対象として、インフルエンザ椛患や重症化
を予防し、まん延を防止するため、医療機関に委託し
予防接麺を実施するために要する経費

慨

結核管理指導費

高齢者等を対象として、肺炎球菌性肺炎の発症または
重症化を予防するため、医療機関に委託し予防接樋を
実施するために要する経費

要

結核対策特別促進費

"

総核に擢患した一般患者及び就業制限・入院勧告患者
の医療療養費の公登負担に要する経登

(単位:千円)

結核予防費補助金

予算額

結核のまん延再発防止のための健康診断や精密健診の
実施に要する経費

夜間急患センター運営
費

結核の予防及び患者の早期発見のための正しい知識の
普及や結核患者の治療完遂のための関係機関との述携
に要する経鎧

12,713

【単独】診療所施設等
整備事業費
夜間急患センター

結核の予防推進のため、私立学校や施設の長が行う定
期健康鯵断に対寸る補助金

812

地域医療対策費

フフ,160

225,518

夜問の初期救急、医療を行う夜問急患センターの運営に
要する経費

畠治体病院等開設者
協議会負担金

俳,309

長崎市医師会館空鯛設備工硝に伴う夜問急、患センター
分負担金

南部地区救急拠点病
院運営費補助金

般

長崎市地域医療審議会等の運営経賓など、医療機関の
役割分担や迎挑を推進し、持続可能な地域医療体制を
構築するための検討を行うための経賢

24,095

地方独立行政法人
長崎市立病院機構費
信平価委員会費)

・十

長崎県自治体病院等開設者協議会の運営に要する負担
金」

6,0印

地方独立行政法人
長崎市立病院機構費
(運営費負担金)

南部地区の救急体制を維持していくため、南部地区の
救急拠点病院における、休日・夜問の小児救急、医療に
係る運営贄(医師等医滅従串者等の確保)に島する補
助金

1,07フ

【補助】民間病院施設
整備事業費補助金
長崎原爆病院

地方独立行政法人長崎市立病院機構評価委員会運営の
ための経登

4,157

217,3開

地方独立行政法人長崎市立病院機摘が運営する長崎み
なとメディカルセンターに対する負担金

12,900

被爆者が安心して医療を受けられる環境を整備するた
め、長崎原爆病院の施設整備について、国・県.市が
協調して助成する補助金

1,122

187
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課 名 班

1,666

【単独】民間病院施設
整備事業費補助金
長崎原爆病院

域
そ

業

療室
2

【単独】民間病院施設
整備事業費補助金
医療機器

名

被爆者が安心して医療を受けられる環境を整備するた
め、長崎原爆病院の設備整備について、国・県・市が
協調して助成する補助金

公

事

別摘

医療資源が少ない地域において、市民が安心して生活
できる医療環境の塾備を図るため、地域の病院が行う
医療機器の更新等に対して助成する補助金

債

業

長崎市
貸

概

立病
付

費
( 1 )
( 2 )

献血推進対策費

院機構
金

元金
利子

要

国民健康栄養調査費

施設整備資金貸付金
長崎みなとメディカルセンター

陣位

950,925千円

76,705千円

食育推進費

予算額

献血思、想の普及啓発や献血者募集等の推進及び長崎市
献血推進協議会の開催に饗する経贄

円}

健康づく
その

難病患者地域支援事
業費

゛

4,792

国の委託を受けて、国民の身体の状況、栄養摂取量及
び生活習慣の状況を明らかにするための「国民健廩.
栄養鯛査」に要する経費

地域健康づくり推進費

゛

般

10,000

長崎市食育推進計画に基づく食育の周知啓発及び食育
推進会議の開催に要寸る経費

栄養改善対策費

1,027,630

計

難病患者への医療相談、在宅支援に要する経鞍

健康長崎市民21普及
費

地域における健康づくりの担い手である食生活改善推
逃員をはじめとした健康づくり推進員の活動支援に要
する経費

1,200,000

歯科口腔保健計画推
進費

持定給食施設等に対する栄養・衛生改善の指導や研修
会の開催及び食品製造販売業者等に対する栄養成分表
示の指導等に要する経費

歯科口腔保健連携推
進費

、

「第2次健康長崎市民21」計画の普及啓発、推迩に
要する経鎧

139

フッ化物洗口推進費

1,272

歯科口腔保健推進計画の進捗状況の確認、及び今後の
歯科口腔保健獅業の推進にっいての検討に要する経賢

障害者・高齢者歯科保
健費

「口腔保健支援センター」の運営及U地域で口腔ケア
を普及する人材を支援する研修会の開催に要する経費

319

こどものむし歯予防に有効なフッ化物洗口の実施を推
進するため、市内の保育所、幼稚園、認定こども園、
小・中学校に対し薬剤等を支給又は購入を助成するた
めの経費

639

寝たきり、障害のため歯科医療機関を受診できない方
に対する訪問口腔保健指導及び在宅での歯科治療体制
を支援ずるための勧問歯科診療機器補助に要する経費

350

341

、

3,679
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課 名

健康づく
【その

事

生活習慣病予防対策
費

業 名

禁煙対策費

がん予防対策費

生活習慣病予防の健康教育、健康相談、訪問指導の実
施及び慢性腎臓病予防対策に要する経贄

事

ラジオ体操元気応援事
業費

市民が身近なところで禁煙相談を受けやすくするため
の環境づくりや、禁煙に関する普及啓発に要する経豊

業

環境衛生監視活動費

がんや生活習慣病の早期発見、早期治療を目的とした
各様がん検診等の実施に要する経費

慨

公衆浴場補助金

生活衛生課

地域における交流の場を増やし、自主的な健康づくり
の促進を図るため、気軽に取り組みやすぃラジオ体操
の普及に要する経費'

長崎県生活衛生同業
組合協議会長崎地区
協議会補助金

要

生活衛生関迎施設の許認可のための検盗等や衛生管理
及び法令等の遵守状況等の加査、改善指導に要する経
費

般

【単立:千円)

食品衛生監視活動費

予算額

物価統制令により入浴料金が定められている一般公衆
浴場の経営安定化と衛生水準の維持のための衞生管理
賢と設備整備贄を助成する経贊

食品衛生指導員活動
費補助金

計

生活衛生開係営業の保健衛生、経営診断、融資制度等
の経営指導、講習会の開催、消費者の苦情等に関する
相談業務を実施している事業者の団体に運営費を助成
する経費

5,687

観光施設等食中毒予
防対策費

食品衛生法に基づく、営業許可や施設の監視指導
品の検査により食中砥等の危害を予防する経豊

985

薬事・毒劇物監視活動
費

418,504

食品営業者の自主的な衛生向上の取組みである「食品
衛生指導員」による研修・巡回指導にかかる費用を助
成する経贄

【単ぢ幻環境衛生施設
整備事業費補助金
共同給水施設

観光都市長崎として、観光客が利用する宿泊施酘や飲
食店などで食中毒が発生しないよう、衛生面の監視.
指導を重点的に実施する経費

202

医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法に基づく許
認可・登録帯務及び監視指導を行う経費

794

公営水道未給水地区居住者の衛生かっ安全な水を確保
するため、共伺給水施殷及び個別給水施設の整備費の
一部を助成する経費

5,300

・食

200
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課 名 事 業

民
別
申

名

健康保険事
^

計繰出^

業勘定

計

87,9騎

国民健康保険制度の運営に対する国民健康保険事業特
別会計(事業勘定)に対する繰出金
m 保険基盤安定負担金 2,舶8,557干円
②財政安定化支援事業分 841,760千円
③出産育児一時金分 109,200千円
④東務費相当分 154,019千円
⑤条例減免分 21,753千円
矧特定健康診査無料化等分 52,267千円
m 福祉医療贄現物給付波及増分414,847千円

民健
険

車

保

業

険

-12-

給

慨

被保険者の疾病、負傷、
負担分に要する経費
川療萎給付費
②療養費
矧高額療養費等
帥審査支払手数料等
伍}移送費
⑥出産育児一時金
m 葬祭費

付 費

国民健康保険研業塾納付金

要

岸位:千円}

予算額

出産又は死亡に関する保険者

34,494,743千円

423,144千円
5,316' 014千円

109,693千円
150千円

163,訟2千円
13,320千円

県の国保特会で負担する国民健康保険保険給付費等交
付金の交付に要する費用などに充てるため、県に納付
する納付金
川医療給付費納付金 10,364.519千円

1の後期高齢者支援金等納付金 2,フ73,446千円
倒介護納付金 936,認6千円

1

定健

゛

計
保

4,282,403

.

健

生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし
て実施する、メタポリックシンドロームに着目した健
康診査及びその結果により健康の保持に努める必要が
ある者に対する保健指導に要する経登

粥 業

被保険者の健康の保持増進に要する経費
(主な内容)

人問ドック・脳ドック助成、歯科健診助成、禁煙サ
ボート、はり,きゅう助成、健康料理教室

費

40,520,946

14,074,351

266,397

業
金
)
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'

゛

名 事

後期高
医療

社会福祉費返還金

業

齢者
室

名

医療健康診査費

升 医療療養給付費負担
金

第三者納付金に対ずる負担金等の精算に要する経費

事

長崎県後期高齢者医療広域迎合から健康診査を受託
し、長崎市医師会、長崎県健康串業団などに再委託し
て実施する経費

業

計療

健環
験

長崎県後期高齢者医療広域迎合に対し、療養給付費総
額から現役並所得者に係る給付費を除いた額のν12を
負担する経賢

慨

感染症検査費

長崎市で徴収した後期高齢者医療保険料及び延滞金、
低所得者等に対して軽滅された保険料、長崎県後期高
齢者医療広域連合で要する事務費を広域迎合に納付す
る経費

川後期高齢者医療保険料等 4,040,868千円
②保険基盤安定負担金 1,198,523千円

(県より3/4を一般会計にて受入、ν4を市負担)
【田事務費負担金 187,179千円

保健環境試験所運営
費

要

計

【補助】保健環境試験
所施設整備事業費
検査機器整備

剛位:千円}

予算額

動物管理対策費

伊王島国民健康
保険診療所
高島国民健康
保険診療所

感染症発生時の検査及び原因追究などに要する経費

動物愛護週間行事費

保健環境肘験所の施設・機器の維持管理費に要する経
登

計

池島診療 所
小口診療 所
野母崎診療所

的

まちねこ不妊化推進賣

迅速かっ正確な検査結果を提供するための検査機器の
整備に要する経費

58,746

国民健康保険事業特
別会計繰出金(直営
診療施設勘定)

6,096,0能

勒物管理センターの維持管理に要する経費

野母崎診療所

動物愛設週問行璃である動物愛護フェスタに要する経
費

診療所事業特別会計
繰出金

5,426,570

市内の飼い主不明猫に係る不妊化手術の助成に要する
経費

建物等維持補修費

国民健康保険特別会計直営診療施設勘定(伊王島国民
健康保険診療所及び高島国民健康保険診療所)に対寸
る繰出金

【単独】庁舎等施設整
備事業費
施設改修ほか

4,578

診療所事業特別会計(池偶診療所、小口診療所及び野
母崎診療所)に対する繰出金

27,084

野母崎診療所施設の社会福祉法人への貸付部分に係る
維持管理に要する経費"'ハ

6、 000

34,989

野母崎診療所施設の外壁全面改修に要する経費

104

3,627

45,729

189,390
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5 感染症研究拠点整備に関する諸会議について

(1)諸会議の設置状況について

長崎大学が計画を進めている高度安全実験(BSL-4)施設を中核とする感染症研究

拠点整備に関する検討を行うにあたり、現在5つの会議が設置されており、それぞれ

の設置目的に沿って協議が進められている。

ア感染症研究拠点の形成に関する検討委員会

設置者

設置日

設置目的

内閣官房

平成 28年3月31日

政府一体となって我が国の感染症研究機能の強化を推進する観点から、BSL4 施

設を中核とした感染症研究拠点の形成に関する支援に係る関係行政機関の検討
及び調整の促進を図る。

委員構成 内閣官房内閣審議官(3名)、文部科学省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官、国立感染症研究所副所長

長崎大学学長特別補佐

長崎大学感染症共同研究拠点高度安全実験施設設置準備室長

長崎県副知事・、長崎市副市長

開催回数

イ長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会

3回

設置者

設置日

設置目的

文部科学省

平成29年3月巧日

委員構成

大学が実施する安全性の確保と住民の理解などに向けた取組にっいて第三者の
立場からチェックする。

千葉大学真菌医学研究センター所長

工学院大学建築学部教授

国立研究開発法人国立環境研究所特任フェロー

東京大学生産技術研究所教授、日本大学危機管理学部教授

早稲田大学理工学術院教授、学習院大学法学部教授

大阪大学コミュニケーション・デザインセンター教授

順天堂大学医学部教授

開催回数 5回・現地調査
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ウ感染症研究拠点整備に関する連絡協議会

設置者

設置日

設置目的

長崎大学

委員構成

平成27年8月26日

大学'県'市の協定に基づき、課題の明確化とその対応等にっいて協議。

開催回数

工長崎大学における感染症研究拠点整備に関する地域連絡協議会

長崎県福祉保健部長、長崎市市民健康部長

長崎大学学長特別補佐、長崎大学感染症共同研究拠点長

9回

設置者

設置日

設置目的

長崎大学

平成28年4月1日

委員構成

検討状況に関する情報の地域住民への提供を行うとともに、地域住民の安全.安
心の確保等について協議。

近隣連合自治会長・自治会長(7名)

その他地域住民等(公募委員)(6名)

学識経験者・専門家(7名)

行政(長崎県医療政策課長・長崎市地域保健課長)(2名)

長崎大学(学長特別補佐ほか)(5名)

開催回数

オ長崎大学高度安全実験施設整備に関する専門家会議
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16 回

設置者

設置日

設置目的

長崎大学

平成29年5月9日

世界最高水準の安全性を確保する観点から、BSL4施設の整備に関する専門的.技

術的な事項の検討を行い、効率的・効果的な教育研究環境整備を実現するため、
学長または拠点長に必要な助言を行う。

委員構成 公益財団法人公共政策調査会研究センター長

東京大学名誉教授

国際医療福祉大学塩谷病院中央検査部長/教授

独立行政法人医薬品医療機器総合機構信頼性保証部GLPエキスパート

ベルンハルト・ノホト熱帯医学研究所ウイルス学部長

長崎大学名誉教授(2名)

国立感染症研究所バイオセーフティ管理室長

明治大学経営学部教授

医療法人社団水聖会メディカルスキャニング中野院長

九州大学工学研究院附属アジア防災研究センター教授

九州大学理事・副学長/システム情報科学研究院情報工学部門教授
開催回数 1回



(2)諸会議の開催状況について

前回の所管事項調査以降に開催された会議については、次のとおり。

ア長崎大学における感染症研究拠点整備に関する地域連絡協議会

(ア)直近の開催状況

回数

第 15 回 平成 30年3月18日(日)

9時30分~15時35分

第 16 回

日.時

(イ)主な意見等

平成 30年5月8日(火)

17時30分~20時10分

回数

第巧回

前回会議での指摘事項について

委員からの質問・意見への回答につぃて

安全確保上考慮すべき事象につぃて

・地域住民へ施設についての安全性を具体的に説明し、不安感を払拭する

ための活動を続けてほしい。

'文部科学省が設置している監理委員会は長崎大学の施設運営にずっと付

き添い指導やチェックを行ってくれるのか。

・賛成、反対の判断のーつとしてアンケートを実施してほしい。

'万一事故や災害が起きた場合に、どのような体制で事態を収拾するのか
示してほしい。

'危険な施設が造られることを知らない住民が多いので、安全の説明だけ

でなく、りスクを含んでいることも説明してほしい。

・これからも市長と直接話し合う機会を設けてほしい。

主な,.、議、題

平成30年度地域連絡協議会委員につぃて

安全確保上考慮すべき事象につぃて

委員からの質問・意見への回答にっいて

第 16 回

主な意見・等

'今後も説明会を開催し、安全というだけでなくりスクにっいて丁寧に説

明し、住民の声を聞いたうえで、住民の合意が得られた、理解したとい

う形に持って行ってほしい。

'長崎市には、側面から大学に力を貸し、地域住民や市民に大学がやって

いることをお知らせするなどの協力や助言をお願いしたい。

'周囲から見えやすい建物とし、情報公開を行うことで子どもたちの学習

の機会や地域住民の安心にもっながるので、ぜひ検討してほしい。

'重大事象が発生した時の対応策にっいて時間をかけてじっくり検討して

ほしい。国においても積極的に事故の事例ごとに対応策を検討してほし

い。
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イ長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会

(ア)直近の開催状況

回数

第 5回 平成 30年5月15日(火)

巧時00分~17時00分

(イ)主な意見等

日時、

回数

第5回 病原体を外に出さない実験室の設計を複数の方法で検討してほしい。

セキュリティにっいて、研究者、動物管理者、機械管理者などそれぞれ

に応じたレベルで細かく設定してほしい。

BS叫施設の建設までの主な工程にっいて

安全確保の方策等について

地域における理解促進に向けた取組にっいて

主な・議題

主な意見'等

ヘ
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6 地方独立行政法人長崎市立病院機構について

(1)地方独立行政法人長崎市立病院機構の概要

・設立年月日平成24年4月1日

・役員の状況 H 名(理事長:派樹唆之、副理事長(2 名)理事(6 名)、監事(2 名))

・1般員数 1,045 名(平成30年4月1 勵

区分

( 2 )

医師

看護師等

医療技術職

長崎みなとメディカルセンターの概要

所

事務等

開設年月

計

在

正規朏員

玩

許可病床数

地

103 名

長崎市新地町6播39号

日

一般病床

結核病床

感染症病床

聡1名

昭和 2 3年1 2月'1日

160 名

その・他

燕松隆之

51 名

835 名

肋名

5 13床(全而開院平成 28年7月1日)

諦名

49

主な指定

33 名

4床

3床

6床

升

Ⅱ8 名

210 名

.

1器名

・長崎僅療鬮病院蝉輸排制病院(二次救急医療休制)

・地域抽W"川厩子優療センター

・地域阪療支援病院

・地域がん診療述携拠点病院

・地域脳卒小センター

・災俳拠点病院 U也」或災筈医療センター)

・1琉床仙修指定病院

・第二様感染症指定医療機関

騎0 名

193 名

等

169 名

1,045 名

目指すべき医療

(平成 30年4月1 印

0救急匿療(ER型の救命救急センターの設姪)

0高度・急性剣医療(脳血管疾患医療、心疾患医療、がん医療)

0小児・岡産剣医療

0政策医療(災害医療、結核医療、感染症医療)

療

3 5科目

科

内科、呼吸器内科、心臓血管内科、消化器内科、腎臓内科、糖尿病.

内分泌内科、脳神経内科、血液内科、心療内科、精神科、緩和ケア外

科、産科・婦人科、新生児内科、新生児小児科、小児科、小児外科、

外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺・内分泌外科、

紅門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、麻酔科、放射線科、皮

膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、.りハビリテーション科、臨床腫

目
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敷地面積

建物規模

癌科、病理診断科、救急科

1 1,017.72 trf

(3)長崎みなとメディカルセンターの体系図

1剣挾鉄筋ニンクリート造(免震枇造)

Ⅱ則棟鉄筋コンクリート造(免震枇造)

駐車場棟(335_台)鉄骨造

総建築而鞁 8,215.711rf

総延床而積 48,720.671ゞ

経営企画課

総務課

管理課

医事課
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担当副院長

地上8階

地上4階

地上5階

栄養サポートチーム

認知症サボートチーム

院畏:兼松隆之

統括診療部

地下2階

地下1階

(平成30年4月1日現在)

呼吸器内科
心臓血惜内科,カテーテル治榛科

j 化器内科
腎臓内科
糖尿病・内分泌内科
脳神経内科
血液内科
心療内科・精神科
緩和竹外科
産科・婦人科
新生児内科
新生児小児科
小児科
小児科外科
消化器外科
心臓血管外科

内視鏡部

検診部

手術部

救急部

透析部

臨床工学部

担当副院長

^栄養管理部

呼吸器外科
乳腺・内分泌外科
紅門外科
整形外科
形成外科
脳神経外科
麻酔科
放射線科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
リハピリテーション科
飾床眠癌科
病理診断科
救急科
集中治療科

担当副院長^看護部

臨床検査部

放射線部

リハビリテーション部

薬剤部

事務部

教育研修センター

患者総合支援センタ

医療安全センター

感染制御センター

研究開発センター

がん診療統括センタ


